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歌って　踊って　楽しく　健康長寿
をめざそう

音 楽 体 操 教 室
　懐かしの歌や音楽に合わせて無理
なくできる体操教室です。
対市内在住の、医師から運動制限等
を受けていない満６０歳以上の方
日９月１３日、２０日、２７日、いずれも
金曜日午前９時１５分～１０時１５分、
全３回
場ふれあいいちょう館
定２０人（ふれあい館の利用登録がな
い方を優先のうえ、抽選）
申８月７日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０８０７Bへ。
※会場への申し込みはできません。
※参加にはふれあい館の利用券の作
成（無料）が必要です。身分証明書（保
険証等）と２つの緊急連絡先が必要
になりますのでお持ち下さい。
※会場については、ふれあいいちょ
う館（☎７３５・５０２０、月曜日、祝休日
を除く）へお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

町田市ゲートボール大会
対市内在住のゲートボール愛好者で
編成するチーム
日９月１９日㈭午前９時～午後４時（予
備日は２０日）
場木曽山崎グラウンド
申所定の用紙（町田市ゲートボール
協会に有り）に記入し、８月２１日～９
月６日午後３時に直接同協会へ（月・
土・日曜日を除く）。
※同協会未登録の場合は、同協会（せ
りがや会館内、☎７２２・２２５３）へご
相談下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４１
おいしく！楽しく！健康に！

男 性 料 理 教 室
　栄養バランスが良く、繰り返し作
れるメニューを作って食べます。
対市内在住の６５歳以上の料理初心
者の男性で、全回参加できる方
日９月１０日㈫、２０日㈮、２６日㈭、午
前１０時～午後１時、全３回
場町田市民フォーラム
定２０人（抽選、結果は８月２７日ごろ
発送）

費２０００円（食材費等）
申８月７日正午～１３日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０８０７Ａへ。
※当日の詳細は、町田市シルバー人
材センター（☎７２３・２１４７、受付時
間＝午前９時～午後４時）へお問い合
わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

家 族 介 護 者 教 室
　リハビリによる認知症への効果と
介護時の対応方法について、専門職
の視点から学びましょう。
対市内在宅高齢者の家族介護者
日８月２０日㈫午後２時～４時
場小山市民センター
定３０人（申し込み順）
申電話で堺第２高齢者支援センター
（☎７９７・０２００）へ。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４０

地 域 介 護 予 防 教 室
【折紙でいきいき・脳トレ】
　脳の活性に効果的なバランスの良
い食事内容を学び、さらに折紙で効
果を高めます。教室終了後も参加者
と活動を継続する内容です。
対市内在住のおおむね６５歳以上の
方
日９月６日～１１月１日の金曜日（１０
月２５日を除く）、午前１０時～正午、
全８回
場玉川学園第一住宅自治会館（玉川
学園）
講日本折紙協会町田支部長・田中佳
代氏、管理栄養士・奥脇和代氏
定１５人（申し込み順）
申８月５日午前９時～９月５日午後５時
３０分に電話で町田第３高齢者支援セ
ンター（☎７１０・３３７８）へ。
※当日及び講座に関することは同セ
ンターへお問い合わせ下さい。
問高齢者福祉課☎７２４・２１４６

か く た ん 吸 引 研 修
　安全かつ適切に痰

たん

の吸引等を行う
ことができる介護職員を養成するた
めの研修です。
※詳細は、町田病院へお問い合わせ
下さい。
対両日参加できる、市内の訪問系サ
ービス事業所、介護施設・障がい者施

設等に勤務している介護職員
日９月１４日㈯午前８時３０分～午後５
時３０分、１５日㈰正午～午後５時３０
分（３部構成）、全２回
※１５日は、抽選で３部のうちいずれ
かの回に参加していただきます。
場町田市医師会館（旭町）
定５４人（抽選）
申申込用紙（町田病院ホームページ
または町田市ホームページでダウン
ロード）に記入し、８月１６日まで（必
着）に郵送またはＦＡＸで町田病院在
宅ケア室（〒１９４－００３６、木曽東４
－２１－４３、返７９４・６６２１）へ。
問同病院在宅ケア室☎７９２・０６０２、
町田市高齢者福祉課☎７２４・２１４０

分譲マンション管理に 
関 す る 相 談 会
対分譲マンションの管理組合役員、
区分所有者等
日８月２８日㈬午後１時３０分～４時
※相談時間は１組３０分です。
場市庁舎
講（一社）東京都マンション管理士会
町田・たま支部
定４組（申し込み順）
申電話で住宅課（☎７２４・４２６９）へ。
バトンタッチのはじめの一歩に

事業承継セミナーin町田
　「町田市事業承継推進ネットワー
ク」構成機関の町田市・（株）横浜銀行
・多摩ビジネスサポートセンターが
連携して、事業承継に必要となる基
礎的な税の知識や支援の内容を分か
りやすくお伝えします。
日８月１９日㈪午後３時３０分～５時
場市庁舎
内①「町田市産業振興計画１９－２８」
～企業の“つなぐ”チャレンジ全力応
援宣言！②「事業承継」の現状と社長
のための公的支援③かしこい特例事
業承継税制の活用について
講②多摩ビジネスサポートセンター
コーディネーター・関俊雄氏③ＴＫＣ
西東京山梨会町田支部税理士・井上
孝氏、佐藤賢一氏
※①は市職員による講座です。
定４０人（申し込み順）
申チラシ（町田市ホームページでダ
ウンロード）に必要事項を記入し、８
月９日までにＦＡＸで横浜銀行町田支

店（返７２３・７９８０）へ。
問産業政策課☎７２４・３２９６
町田新産業創造センター

創業・起業に関するセミナー
【町田創業～ファーストステップ相
談会】
日８月１７日、３１日、いずれも土曜日
午後１時～５時（１人１時間）
申参加希望日の１週間前までに同セ
ンターホームページで申し込み。

【町田創業～ファーストステップセ
ミナー】
日①８月２０日㈫午後２時～３時３０分
②８月２０日㈫午後３時４５分～５時１５
分③８月２９日㈭午後２時～３時３０分
④８月２９日㈭午後３時４５分～５時１５
分
内①応用・経営～創業初期から考え
るブランディング②応用・財務～財
務は楽しい（決算書の何を見れば良
いの？）③応用・人材育成～創業初期
の上手なアルバイトの活用方法④応
用・販路開拓～統計情報を使った販
路開拓手法　地図で見る統計（ｊＳＴＡ
Ｔ　ＭＡＰ）
講①（株）コマキ・アンド・カンパニー　
小巻朱美氏②石田総合会計事務所・
石田芳文氏③あおい社
会保険労務士法人・平
山久美子氏④（株）ウィ
ルパートナーズ・馬場
郁夫氏
定各３０人（申し込み順）
申参加希望日の前日午後５時まで
に、同センターホームページで申し
込み。

◇
対創業予定の方、創業して間もない
方等
場同センター
問同センター☎８５０・８５２５、町田市
産業政策課☎７２４・２１２９

ダンボールコンポスト講習会
　参加者はダンボールコンポスト１
セット（幅３７㎝、奥行３３㎝、高さ３２
㎝、重さ約７㎏）をお持ち帰りいただ
けます。
※講習会を受講したことがある方は
申し込みできません。
対市内在住の方
日８月２６日㈪、２９日㈭、午後２時３０
分～４時
場市庁舎
定各１５人（申し込み順）
申８月２日正午～１８日にイベントダ
イヤル（☎７２４・５６５６）またはイベ
シスコード１９０８０２Ｄへ。
問３Ｒ推進課☎７９７・０５３０
忠生公園

夜 の 自 然 観 察 会
【夜に咲く花とセミの羽化観察】
対５歳以上の方（小学生以下は保護
者同伴）
日８月１０日㈯午後６時３０分～８時３０
分（雨天中止）
場同公園
※集合は同公園自然観察センター
（忠生がにやら自然館）です。
内夜に咲くカラスウリの花やセミの
羽化等を観察
定３０人（申し込み順）
申８月２日午前９時から電話で同公園
（☎７９２・１３２６）へ。

同センターホ
ームページ

住宅改修に伴う固定資産税（家屋）の減額制度� 問資産税課☎７２４・２１１８

　一定の要件を満たす住宅の改修工事を行った場合、固定資産税を減額します。工事が完了した日から３か月以内
に申告して下さい。
※詳細は町田市ホームページをご覧下さい。また、「固定資産税のあらまし」を資産税課（市庁舎２階）で配布してい
ます（町田市ホームページでダウンロードも可）。

対　象 内　容 減額期間

耐震改修

１９８２年１月１日以前に建築された住宅で、現
行の耐震基準に適合させるよう改修工事（工
事費用が５０万円を超える）を行ったもの
※市から補助金が出ている耐震工事を行って
いても、「簡易耐震工事」の場合は改修工事に
必要な要件・基準を満たさないため、軽減措置
の対象外です。

１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の２分
の１を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は３分の２を減額。

２０１９年１月２日～２０２０年３月３１日
に工事が完了した場合＝改修工事が
完了した年の翌年度１年度分
※ただし、建築物の耐震改修の促進
に関する法律に規定する通行障害既
存耐震不適格建築物に該当する場合
は翌年度から２年度分。

バリアフリー
改修

新築された日から１０年以上を経過した住宅
（賃貸住宅を除く）で、一定の要件を満たすバ
リアフリー改修工事（補助金等を除く工事費
用が５０万円を超える）を行ったもの

１戸あたり床面積１００㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分
の１を減額 ２０２０年３月３１日までに工事が完了

した場合＝改修工事が完了した年の
翌年度１年度分

省エネ改修
２００８年１月１日以前に建築された住宅（賃貸
住宅を除く）で、一定の要件を満たす省エネ改
修工事（窓の断熱改修工事必須・補助金等を除
く工事費用が５０万円を超える）を行ったもの

１戸あたり床面積１２０㎡相当分を
上限として、固定資産税額の３分
の１を減額
※長期優良住宅の認定を受けて改
修された場合は３分の２を減額。

※バリアフリー改修及び省エネ改修に伴う減額は、おのおのの申告により同時に適用されますが、耐震改修を行った住宅に係る減額
制度と同時には適用されません。


